
第
３
回
臨
時
会
よ
り

小
学
校
給
食
を
無
償
化

国
の
交
付
金
を
活
用
し
、
令
和
８
年
１
月
か

ら
令
和
８
年
３
月
分
ま
で
の
学
校
給
食
費
を

無
償
と
す
る
。

対
象
者

市
立
小
学
校
及
び
市
立
義
務
教
育
学
校
前
期

課
程
の
児
童
（
３
９
４
５
人
）

支
援
単
価

児
童
一
人
当
た
り　

月
額
４
３
２
０
円

全
市
民
に
商
品
券
を
配
布

国
の
交
付
金
を
活
用
し
、
市
民
生
活
支
援
と

市
内
経
済
の
活
性
化
を
両
立
さ
せ
る
た
め
、

市
内
限
定
で
利
用
で
き
る
「
商
品
券
」
を
全

市
民
に
配
布
す
る
。

対
象
者

令
和
８
年
２
月
１
日
現
在
、
牛
久
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
方

使
用
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
９
月
30
日

金
額

一
人
あ
た
り
５
０
０
０
円

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め

応
援
手
当
を
支
給

対
象
児
童

０
歳
か
ら
高
校
３
年
生
ま
で
の
児
童
手
当
支

給
対
象
児
童
（
平
成
19
年
４
月
２
日
か
ら
令

和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し
た
児
童
）

支
給
単
価

子
ど
も
一
人
当
た
り　
　
　
　
　
２
万
円

（
そ
の
他
）

　

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
介
護
施

設
・
障
害
者
福
祉
施
設
・
医
療
機
関
・
民

間
保
育
園
・
民
間
幼
稚
園
・
民
間
児
童
ク

ラ
ブ
・
認
定
農
業
者
等
の
事
業
者
に
対

し
、
補
助
金
を
交
付
す
る
。

討
論
よ
り

■
商
品
券
の
配
布
に
つ
い
て
、
利
用
店
舗

が
商
工
会
の
加
盟
事
業
者
に
限
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
や
市
民
の
利
便

性
の
観
点
か
ら
懸
念
が
残
る
た
め
柔
軟
な

改
善
を
求
め
る
。
し
か
し
、
補
正
予
算
全

体
の
緊
急
性
と
、
総
合
的
な
市
民
の
利
益

を
考
慮
し
賛
成
す
る
。

■
重
点
支
援
交
付
金
を
活
用
し
た
本
市
独

自
の
物
価
高
騰
対
策
に
関
連
し
た
内
容
が

取
り
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
各
議
案
を
可

決
成
立
さ
せ
、
い
ち
早
い
物
価
高
騰
対
策

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
賛
成

す
る
。

凡例：　○・・・賛成、×・・・反対
小松崎　伸 議長（政和クラブ）は採決には加わっておりません議案の審議結果

賛成全員で可決または認定等された議案等
議案番号 議　　　案　　　等　　　名

【第4回定例会】	
７０号 牛久市職員の旅費に関する条例について
７２号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

７３号 牛久市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を
改正する条例について

７５号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例について

７８号 牛久市下水道条例の一部を改正する条例について
８０号 令和７年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
８１号 令和７年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）
８２号 令和７年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）
８３号 令和７年度牛久市下水道事業会計補正予算（第３号）
８４号 損害賠償の額を定めることについて
８５号 指定管理者の指定について

議員提出
議案第２号

牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例について

【第3回臨時会】	
８６号 牛久市学校給食費条例の一部を改正する条例について
８７号 令和７年度牛久市一般会計補正予算（第７号）

賛否が分かれた議案等

議
案
番
号

議　案　等　名

市
民
ク
ラ
ブ

政
和
ク
ラ
ブ

公

明

党

日
本
維
新
の
会

日
本
共
産
党

う
し
く
未
来
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

無
会
派（
山
本
）

無
会
派（
池
辺
）

無
会
派（
甲
斐
）

無
会
派（
磯
山
）

無
会
派（
加
藤
）

議

決

結

果

議案
６９号

牛久市文化観光公園牛久
シャトーの設置及び管理
に関する条例について

黒木×
須藤〇
杉森〇
出澤×

〇 〇 ○ × × 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

議案
７１号

牛久市特別職の職員で常
勤のものの給与及び旅費
に関する条例の一部を改
正する条例について

〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

議案
７４号

牛久市放課後児童健全育
成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一
部を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

議案
７６号

牛久市家庭的保育事業等
の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部
を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

議案
７７号

牛久市乳幼児等通園支援
事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一
部を改正する条例について

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

議案
７９号

令和７年度牛久市一般会
計補正予算（第６号） 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 可

決
意見書
案第
15号

ひきこもり支援基本法の
制定を求める意見書の提
出について

〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 可
決

意見書
案第
16号

介護保険制度の抜本的改
善及び介護従事者の処遇
改善を求める意見書の提
出について

○ × ○ × ○ 〇 〇 〇 × ○ ○ 可
決

令和８年 1 月 31 日　　牛久市議会だより　　第 125 号（ 14 ）

会派構成
市民クラブ 政和クラブ※ 公明党 日本共産党 日本維新の会 うしく未来

プロジェクト 無会派
黒木　のぶ子 小松崎　伸 藤田　尚美 遠藤　憲子 伊藤　裕一 塚原　正彦 山本　伸子
須藤　京子 石原　幸雄 鈴木　勝利 大森　和夫 水梨　伸晃 柳井　哲也 池辺　己実夫
杉森　弘之 髙嶋　基樹 伊藤　知子 甲斐　徳之助
出澤　　大 磯山　和男

加藤　政之



総
務
企
画
常
任
委
員
会

牛
久
市
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
国
の

人
事
院
勧
告
に
準
じ
て
、
給
料
月
額
を

３・３
％
、
期
末
勤
勉
手
当
の
支
給
月
数

を
４・６
５
％
引
き
上
げ
る
改
正

問 

改
正
に
よ
り
前
年
度
と
比
較
し
て
い
く

ら
増
額
に
な
る
の
か
。

答 

概
算
で
１
億
２
千
万
円
の
増
額
と
な
る
。

内
訳
は
給
料
が
７
３
０
０
万
円
、
職
員

手
当
が
４
１
０
０
万
円
、
共
済
費
が

５
８
０
万
円
で
あ
る
。

教
育
福
祉
常
任
委
員
会

ひ
き
こ
も
り
の
す
べ
て
の
世
代
を
対

象
に
全
国
ど
こ
で
も
必
要
な
支
援
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
要
な
施
策

や
支
援
体
制
の
明
文
化
を

意
見
書
案
第
15
号
ひ
き
こ
も
り
の
高
齢
化

や
長
期
化
が
進
む
中
、
現
行
の
法
整

備
で
は
支
援
対
象
者
が
限
定
的
と

な
っ
て
お
り
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
国
に
対
し
て
必
要
な
施
策

や
支
援
体
制
の
明
文
化
を
要
望
す
る

も
の
。

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
保
障

さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

財
政
支
援
の
強
化
を

意
見
書
案
第
16
号
利
用
料
の
負
担
が
重
く
、

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い

高
齢
者
が
増
加
し
て
お
り
、
介
護
を

理
由
に
退
職
す
る
家
族
も
高
止
ま
り

に
な
っ
て
い
る
。
介
護
の
現
場
も
介

護
報
酬
が
低
水
準
の
た
め
人
材
不
足

が
深
刻
で
あ
る
た
め
、
国
に
対
し
財

政
支
援
の
強
化
を
要
望
す
る
も
の
。

環
境
建
設
常
任
委
員
会

議
員
提
出
議
案

牛
久
市
太
陽
光
発
電
設
備
の
適
正

な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例

目
的

　
条
例
施
行
か
ら
１
年
が
経
過
し
、
令
和
６

年
４
月
に
は
再
生
再
エ
ネ
特
措
法
が
改
正
さ

れ
、
説
明
会
の
義
務
化
な
ど
内
容
に
差
異
が

貸
付
を
行
っ
た
４
億
円
の
償
還
に
つ
い
て
、

償
還
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
本
年
度
の
償

還
額
を
減
額
す
る
。
見
直
し
内
容
は
、
償
還

期
間
を
15
年
間
か
ら
17
年
間
に
２
年
間
延
長

し
、
令
和
７
年
度
か
ら
10
年
度
ま
で
の
４
年

間
の
元
金
償
還
額
を
１
４
０
０
万
円
と
す
る
。

討
論
よ
り

■
計
画
的
に
返
済
す
る
と
い
う
条
件
で

（
※
）附
帯
決
議
を
つ
け
て
議
会
で
承
認
さ

れ
た
経
緯
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

非
常
識
的
な
経
営
指
標
を
希
望
的
観
測

で
述
べ
て
お
り
、
償
還
期
間
を
２
年
繰

り
延
べ
た
と
し
て
も
返
済
は
難
し
い
と

考
え
る
こ
と
か
ら
反
対
で
あ
る
。

（
※
）「
平
成
30
年
度
牛
久
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）」
に
対
す
る
附
帯
決
議

　
４
億
円
の
貸
付
に
際
し
て
、
市
民
の
貴
重

な
税
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
貸

付
金
の
回
収
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
担
保

や
利
子
等
を
明
記
し
た
貸
付
要
綱
を
策
定
し
、

市
議
会
に
提
示
す
る
こ
と
や
、
牛
久
都
市
開

発
㈱
の
決
算
報
告
書
を
毎
年
市
議
会
に
開
示

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

委
員
会
採
決
の
結
果

（
委
員
長
を
除
く
委
員
９
人
）

賛
成
７
人
・
反
対
２
人

生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら一部
改
正
を
行
う
も
の
。

主
な
改
正
点

◆
適
用
範
囲
を
10
k
W
以
上
に
引
き
下
げ

　
発
電
出
力
50
k
W
、
事
業
区
域
1
0
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
だ
っ
た
も
の
を
、
土
地
の
面
積
に
関
わ
ら

ず
10
k
W
以
上
の
も
の
は
適
用
と
な
る
。

◆
抑
制
区
域
の
拡
大

　

自
然
災
害
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
る
区
域
、

住
宅
地
や
学
校
の
周
辺
、
自
然
環
境
の
保
全

地
域
な
ど
、
設
置
抑
制
区
域
を
拡
大
し
明
文

化
。
抑
制
区
域
に
設
置
事
業
を
行
わ
な
い
よ

う
「
協
力
を
求
め
る
も
の
」
か
ら
「
自
粛
す

る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
な
る
。

◆
説
明
会
の
義
務
化

　
説
明
会
を
義
務
化
す
る
こ
と
に
加
え
、
説

明
す
る
地
域
住
民
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
事

業
区
域
概
ね
１
０
０
ｍ
か
ら
３
０
０
ｍ
に
拡

大
す
る
。

議
員
提
出
議
案
の
詳
し
い
内
容
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

予
算
常
任
委
員
会

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

牛
久
都
市
開
発
㈱
へ
の
貸
付
金

償
還
計
画
の
見
直
し
に
よ
る
減
額

貸
付
金
元
利
収
入
△
１
８
９
０
万
円

内
容

　
　
　
平
成
31
年
度
に
牛
久
都
市
開
発
㈱
に

（ 15 ）第 125 号　　牛久市議会だより　　令和８年 1 月 31 日

常
任
委
員
会
審
査
報
告


